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議事日程第１２号                               

 

令和２年（２０２０年）招集大阪狭山市議会定例会６月定例月議会議事日程 

令和２年（２０２０年）５月２９日午前９時３０分開議 

議会期間（令和２年５月２９日から同年６月２３日まで２６日間） 

 

日程第 １   発議第１７号  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２   諮問第 １ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ３   諮問第 ２ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ４   諮問第 ３ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ５   諮問第 ４ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ６   諮問第 ５ 号  人権擁護委員の候補者の推薦について 

日程第 ７   議案第４６号  農業委員会の委員の任命について 

日程第 ８   議案第４７号  農業委員会の委員の任命について 

日程第 ９   議案第４８号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１０  議案第４９号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１１  議案第５０号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１２  議案第５１号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１３  議案第５２号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１４  議案第５３号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１５  議案第５４号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１６  議案第５５号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１７  議案第５６号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１８  議案第５７号  農業委員会の委員の任命について 

日程第１９  議案第５８号  農業委員会の委員の任命について 

日程第２０  議案第５９号  農業委員会の委員の任命について 

日程第２１  議案第６０号  農業委員会の委員の任命について 

日程第２２  議案第６１号  農業委員会の委員の任命について 

日程第２３  議案第６２号  農業委員会の委員の任命について 

日程第２４  議案第６３号  固定資産評価審査委員会の委員の選任について 
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日程第２５  議案第６４号  大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例について 

日程第２６  議案第６５号  大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一 

               部を改正する条例について 

日程第２７  議案第６６号  大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例等の一 

               部を改正する条例について 

日程第２８  議案第６７号  大阪狭山市国民健康保険条例等の一部を改正する条 

               例について 

日程第２９  議案第６８号  大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第３０  議案第６９号  大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例につい 

               て 

日程第３１  議案第７０号  大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

               る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第３２  議案第７１号  大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

               に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に 

               ついて 

日程第３３  議案第７２号  令和２年度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第６号）について 

日程第３４  議案第７３号  令和２年度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予算 

               （第７号）について 

日程第３５  報告第 ２ 号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明 

               許費繰越計算書の報告について 

日程第３６  報告第 ３ 号  令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算事故繰 

               越し繰越計算書の報告について 

日程第３７  報告第 ４ 号  令和２年度（２０２０年度）公益財団法人大阪狭山市文化振 

               興事業団の事業計画及び予算の報告について 
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発議第１７号 

 

 

会議録署名議員の指名について 

 

 

 大阪狭山市議会会議規則（昭和６２年大阪狭山市議会規則第１号）第８０条の規

定により、下記のとおり署名議員を指名する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                   大阪狭山市議会議長 山 本 尚 生  

 

 

記 

 

 

            １３番  鳥 山  健 

            １４番  松 尾  巧 
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諮問第 １ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市茱 木三丁目１６９番地の１ 

 

      氏 名  中 井 新 子 

 

           昭和２４年１月２２日生 
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諮問第 ２ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市池尻中一丁目３１番１５号 

 

      氏 名  谷 村 三千代 

 

           昭和２４年９月９日生 
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諮問第 ３ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市狭山二丁目９０６番地の１ 

 

      氏 名  川 添  毅 

 

           昭和３１年２月３日生 
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諮問第 ４ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市池尻中三丁目２１番１０号 

 

      氏 名  藤 岡 礼 子 

 

           昭和２９年１月１９日生 
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諮問第 ５ 号 

 

 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 

 

 下記の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年

法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

  

      住 所  大阪府大阪狭山市半田三丁目１７０８番地（２０８号） 

 

      氏 名  染 谷 悦 子 

 

           昭和４２年６月５日生 
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議案第４６号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市東池尻二丁目１２６５番地 

 

      氏 名  都 築 保 彦 

 

           昭和２１年４月２７日生 
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議案第４７号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市半田三丁目１６７６番地の４ 

 

      氏 名  川 端 靖 士 

 

           昭和２２年４月８日生 
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議案第４８号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市茱 木六丁目９７１番地の１ 

 

      氏 名  草 野 安 孝 

 

           昭和２２年４月１０日生 
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議案第４９号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市山本北１２４５番地 

 

      氏 名  田 中 嘉 彦 

 

           昭和２２年９月１日生 
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議案第５０号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市東野中三丁目１１５２番地 

 

      氏 名  上 田 幸 男 

 

           昭和２７年６月２５日生 
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議案第５１号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市池之原三丁目６６２番地 

 

      氏 名  山 林 惠美子 

 

           昭和２９年１月４日生 
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議案第５２号   

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  大阪府大阪狭山市東茱 木四丁目２１３２番地の１ 

 

      氏 名  萩 野 博 一 

 

           昭和３０年３月１０日生 
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議案第５３号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市狭山二丁目９１９番地の３ 

 

      氏 名  増 田 初 代 

 

           昭和３１年５月１４日生 
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議案第５４号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市今熊五丁目５６０番地 

 

      氏 名  中 辻 茂 樹 

 

           昭和３２年１１月２１日生 
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議案第５５号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市大野中４７５番地 

 

      氏 名  池 田 雅 和 

 

           昭和３４年１２月２６日生 
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議案第５６号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市半田二丁目３２４番地 

 

      氏 名  田 中 哲 夫 

 

           昭和３７年３月２日生 
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議案第５７号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市東野中三丁目１１５９番地 

 

      氏 名  山 本  隆 

 

           昭和２６年６月１９日生 
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議案第５８号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市池之原三丁目１０３８番地の１ 

 

      氏 名   井 忠 好 

 

           昭和２６年１２月２６日生 
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議案第５９号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市茱 木一丁目１３９８番地 

 

      氏 名  奥 平 種 之 

 

           昭和２８年２月２５日生 
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議案第６０号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市大野台五丁目１番６号 

 

      氏 名  中 村 弘 道 

 

           昭和２８年３月３日生 
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議案第６１号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市山本東５８２番地 

 

      氏 名  小 谷 嘉 博 

 

           昭和２８年１０月１８日生 
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議案第６２号 

 

 

農業委員会の委員の任命について 

 

 

 下記の者を農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和

２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

住 所  大阪府大阪狭山市池尻中一丁目１４番７号 

 

      氏 名   野 久 雄 

 

           昭和３０年３月１６日生 
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議案第６３号 

 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

 

 

 下記の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 

 

記 

 

 

      住 所  大阪府大阪狭山市大野台一丁目１９番４号 

 

      氏 名  箔 本 康 博 

 

           昭和２３年１０月１８日生 
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議案第６４号 

 

 

大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例につ 

いて 

 

 

 大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 大阪狭山市市税条例（昭和４０年大阪狭山市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第５条の２中「法附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第 

６１条又は第６２条」を、「又は附則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に 

「、第６１条若しくは第６２条」を加える。 

附則第５条の３に次の１項を加える。 

１５ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、零とする。 

附則第１６条の２中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則に次の１条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

第２９条 第４条の２第７項の規定は、法附則第５９条第３項において準用する法

第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 大阪狭山市市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第５条の２中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、「第

６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

附則第５条の３第１５項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

附則に次の２条を加える。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第３０条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応する

ための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５号。次条にお

いて「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定する指定

行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により

生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利

の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした場合には、当該

納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定す

る市町村放棄払戻請求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附

金を支出したものとみなして、第１８条の６の規定を適用する。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 
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第３１条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第３条の７第

１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年

度」とする。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日

から施行する。 
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議案第６５号 

 

 

大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例 

の一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のとおり

提出する。 

 

 

令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３０年大阪狭山市条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和２年度における第１号被保険者の保険料率の軽減） 

５ 新条例第８条第１項第１号から第３号までに該当する者の令和２年度における保

険料率は、同項第１号から第３号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１

号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 新条例第８条第１項第１号に該当する者 ２２，３５９円 

 ⑵ 新条例第８条第１項第２号に該当する者 ３３，５３８円 

 ⑶ 新条例第８条第１項第３号に該当する者 ５２，１６９円 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第６６号 

 

 

         大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例等 

の一部を改正する条例について 

 

 

 大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例を次のとおり

提出する。 

 

 

令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第１条 大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例（平成５年大阪狭山市条例第 

１３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条の２第１項第１号中「１５歳」を「出生の日から１８歳」に改め、同項第

２号を次のように改める。 

  ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の子どもを現に監護する者をい

う。 

  第１条の２第２項を削る。 

  第２条第１項第２号中「という。）の規定による」の次に「被保険者（日雇特例被

保険者を含む。以下同じ。）、組合員、加入者又はこれらの」を加え、同条第２項第

２号中「（日雇特例被保険者を含む。以下同じ。）」を削る。 

  第３条第１項中「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削り、同項に次のた

だし書を加える。 

   ただし、同一の世帯に属する対象者それぞれの規則で定める一部自己負担額を

合算した額が規則で定める世帯合算上限額を超える場合は、当該合算した額から

規則で定める世帯合算上限額を控除した額を加えて助成する。 

  第３条第３項ただし書中「保護者」の次に「又は婚姻により成年に達したものと

みなされる対象者」を加える。 

  第４条第１項中「保護者」の次に「又は婚姻により成年に達したものとみなされ

る対象者」を加える。 

第６条中「は、子どもが」を「又は婚姻により成年に達したものとみなされる受

給者は、」に改める。 

  第７条中「保護者」の次に「又は婚姻により成年に達したものとみなされる受給

者」を加え、「子ども」を「当該受給者」に改める。 

  第９条中「又は受給者の保護者」を削る。 

  第１０条第１項中「保護者」の次に「又は婚姻により成年に達したものとみなさ

れる受給者」を加える。 

第２条 大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正する。 
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第３条第１項中「、家族訪問看護療養費及び入院時食事療養費」を「又は家族訪

問看護療養費」に改め、「行われた場合」の次に「（食事療養に係る給付を除く。）」

を加える。 

（大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第３条 大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年大阪狭山

市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削り、同項に次のた

だし書を加える。 

   ただし、同一の世帯に属する対象者それぞれの規則で定める一部自己負担額を

合算した額が規則で定める世帯合算上限額を超える場合は、当該合算した額から

規則で定める世帯合算上限額を控除した額を加えて助成する。 

第４条 大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第３条第１項中「、家族訪問看護療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養

費（食事の提供たる療養に係るものに限る。）」を「又は家族訪問看護療養費」に改

め、「行われた場合」の次に「（食事療養又は生活療養に係る給付を除く。）」を加え

る。 

 （大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正） 

第５条 大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年大阪狭山市

条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項及び第４項を次のように改める。 

３ 国民健康保険法第１１６条の２第１項各号に規定する入院、入所又は入居（以

下「入院等」という。）をしたことにより、同項各号に規定する病院、診療所又は

施設（大阪府内に所在するものに限る。以下「病院等」という。）の所在する場所

に住所を変更したと認められる対象者（国民健康保険法又は高齢者の医療の確保

に関する法律における対象者（国民健康保険組合に加入している対象者は除く。）

に限る。）であつて、当該病院等に入院等をした際に大阪狭山市の区域内に住所を

有していたと認められるものは、第１項の規定にかかわらず、大阪狭山市の対象

者とする。ただし、前項各号のいずれかに該当する者又は２以上の病院等に継続

して入院等をしている者であつて、現に入院等をしている病院等（以下「現入院
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病院等」という。）に入院等をする直前に入院等をしていた病院等（以下「直前入

院病院等」という。）及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前

入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更した

と認められるもの（以下「特定継続入院等対象者」という。）については、この限

りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、特定継続入院等対象者のうち、次に掲げるもの

は、大阪狭山市の対象者とする。ただし、第２項各号のいずれかに該当する者を

除く。 

  ⑴ 継続して入院等をしている２以上の病院等のそれぞれに入院等をすることに

よりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる者で

あつて、当該２以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際に大阪狭山

市の区域内に住所を有していたと認められるもの 

  ⑵ 継続して入院等をしている２以上の病院等のうち一の病院等から継続して他

の病院等に入院等をすること（以下「継続入院等」という。）により当該一の

病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所

の変更（以下「特定住所変更」という。）を行つたと認められる者であつて、

最後に行つた特定住所変更に係る継続入院等の際に大阪狭山市の区域内に住所

を有していたと認められるもの 

  第３条第１項中「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る。 

第６条 大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を次のように改正

する。 

  第３条第１項中「、家族訪問看護療養費、入院時食事療養費及び入院時生活療養

費（食事の提供たる療養に係るものに限る。以下同じ。）」を「又は家族訪問看護療

養費」に改め、「行われた場合」の次に「（食事療養又は生活療養に係る給付を除く。）」

を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１０月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 



40 

 ⑴ 第 1条中大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例第３条第１項の改正規定

（「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る部分に限る。）、第３条中大阪

狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第３条第１項の改正規定（「（精

神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る部分に限る。）並びに第５条並びに附

則第３項及び第５項の規定 令和３年４月１日 

 ⑵ 第２条、第４条、第６条及び附則第４項の規定 令和３年１１月１日 

 ⑶ 附則第６項の規定 公布の日 

 （適用区分） 

２ 第１条（大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例第３条第１項の改正規定

（「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る部分に限る。）を除く。）の規定

による改正後の大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例（以下「新子ども医療

費条例」という。）及び第３条（大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条

例第３条第１項の改正規定（「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る部分

に限る。）を除く。）の規定による改正後の大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成

に関する条例の規定は、令和２年１０月１日以後に係る医療費について適用し、同

日前に係る医療費については、なお従前の例による。 

３ 第１条（大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例第３条第１項の改正規定

（「（精神病床への入院に係る給付を除く。）」を削る部分に限る。）に限る。）の規定

による改正後の大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例、第３条（大阪狭山市

ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第３条第１項の改正規定（「（精神病床へ

の入院に係る給付を除く。）」を削る部分に限る。）に限る。）の規定による改正後の

大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び第５条の規定による改

正後の大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条例（以下「新重度障害者医

療費条例」という。）第３条第１項の規定は、令和３年４月１日以後に係る医療費に

ついて適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。 

４ 第２条の規定による改正後の大阪狭山市子ども医療費の助成に関する条例、第４

条の規定による改正後の大阪狭山市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及

び第６条の規定による改正後の大阪狭山市重度障害者の医療費の助成に関する条

例の規定は、令和３年１１月１日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る

医療費については、なお従前の例による。 
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 （経過措置） 

５ 新重度障害者医療費条例第２条第３項及び第４項の規定は、令和３年４月１日以

後に入院等をした者について適用し、同日前に入院等をしている者については、令

和３年１１月１日から適用する。 

 （準備行為） 

６ 新子ども医療費条例第４条及び第１０条の規定による必要な手続その他の行為 

は、令和２年１０月１日前においても行うことができる。 
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議案第６７号 

 

 

         大阪狭山市国民健康保険条例等の一部を改正す 

         る条例について 

 

 

大阪狭山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

 

 （大阪狭山市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 大阪狭山市国民健康保険条例（昭和３６年大阪狭山市条例第４号）の一部を 

 次のように改正する。 

  第２７条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、別に定める期限まで 

  に提出しなければならない。 

  附則第４項中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の 

 規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措 

 置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この項にお

いて「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年大阪狭山市条例第１号）

の一部を次のように改正する。 

  附則第３条中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の

規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措

置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条にお

いて「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 （大阪狭山市介護保険条例の一部改正） 

第３条 大阪狭山市介護保険条例（平成１２年大阪狭山市条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１７条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、別に定める期限まで 

  に提出しなければならない。 

  附則第６条中「特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の 

 規定により告示された割合」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措 

 置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以下この条にお
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いて「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中大阪狭山市国民健康保険

条例附則第４項、第２条中大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例附則第３条及び

第３条中大阪狭山市介護保険条例附則第６条の改正規定は、令和３年１月１日から

施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例第２７条及び第３条の

規定による改正後の大阪狭山市介護保険条例第１７条の規定は、令和２年２月１日

から適用する。 

 （経過措置） 

３ 第１条の規定による改正後の大阪狭山市国民健康保険条例附則第４項、第２条の

規定による改正後の大阪狭山市後期高齢者医療に関する条例附則第３条及び第３

条の規定による改正後の大阪狭山市介護保険条例附則第６条の規定は、延滞金のう

ち令和３年１月１日以後の期間に対応するものに適用し、同日前の期間に対応する

ものについては、なお従前の例による。 
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議案第６８号 

 

 

大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

                                

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市手数料条例（平成１２年大阪狭山市条例第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表第１の５の項を削り、同表の５の２の項中「総務省令」を「行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番

号カード、特定個人情報の提供等に関する省令（平成２６年総務省令第８５号）」に、

「⑴ 市等」を「⑴ 市又は地方公共団体情報システム機構（以下「市等」という。）」

に改め、同項を同表の５の項とする。 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６９号 

 

 

大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例に 

ついて 

 

 

大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

   令和２年（２０２０年）５月２９日提出  

 

 

大阪狭山市長 古 川 照 人 
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大阪狭山市立斎場条例の一部を改正する条例 

 

大阪狭山市立斎場条例（昭和５８年大阪狭山市条例第９号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第５条第１号の表中「６，０００円」を「８，０００円」に、「４，０００円」を 

「５，０００円」に、「３，０００円」を「４，０００円」に改め、同条第２号の表中

「６０，０００円」を「８０，０００円」に、「４２，０００円」を「５６，０００円」

に、「１８，０００円」を「２４，０００円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の大阪狭山市立斎場条例第５条第１号及び第２号の規定 

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の斎場の使用許可に係る使

用料について適用し、施行日前の斎場の使用許可に係る使用料については、なお従

前の例による。 
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議案第７０号 

 

 

         大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に          

         関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

         について 

 

 

 大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                     大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

   を改正する条例 

 

 大阪狭山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年大阪狭山市条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」に、

「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の２号を加える。 

 ⑴ 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事

業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他

の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を

講じているとき。 

 ⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保 

が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第７条第５項中「前項の」を「前項第２号に該当する」に改める。 

第３８条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神

上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を

加える。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７１号 

 

 

大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 

 

 大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり提出する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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   大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 

 大阪狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年大阪狭山市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  

第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の 

中核市」を加える。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７２号 

 

 

         令和２年度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第６号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和２年

度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第６号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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議案第７３号 

 

 

         令和２年度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予 

         算（第７号）について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和２年

度（２０２０年度）大阪狭山市一般会計補正予算（第７号）を別案のとおり提出する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ２ 号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算繰 

         越明許費繰越計算書の報告について 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令

和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を次のとおり報告す

る。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ３ 号 

 

 

         令和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算事 

         故繰越し繰越計算書の報告について 

 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により、令

和元年度（２０１９年度）大阪狭山市一般会計予算事故繰越し繰越計算書を次のとおり報告す

る。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

                     

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 
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報告第 ４ 号 

 

 

         令和２年度（２０２０年度）公益財団法人大阪狭山市文 

         化振興事業団の事業計画及び予算の報告につい 

         て 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、令和

２年度（２０２０年度）公益財団法人大阪狭山市文化振興事業団の事業計画及び予算について

別紙のとおり報告する。 

 

 

    令和２年（２０２０年）５月２９日提出 

 

 

                    大阪狭山市長 古 川 照 人 

 


